
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申請期間】 

令和８年４月１日（水）～令和８年８月３１日（月）（必着） 
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１ 事業趣旨 

   地域の現状をよく理解している自治会等が、自ら防犯カメラを設置する 

ことで、地域の安全は自ら守るといった防犯意識の向上を図り、安全で安 

心なまちを目指し、防犯カメラ設置補助を行います。 

 

２ 事業の内容 

補助対象団体 自治会又は地域住民等で組織された継続的に防犯活動を行う

団体。 

補助対象経費 ①機器等の購入費 

  （例：防犯カメラ、録画装置、防犯カメラの設置を示す看

板、ソーラーパネル購入費、防水ボックス 等） 

②設置のための工事費 

  （例：防犯カメラを設置用の鉄柱、ケーブル等の設置工事 

費、防犯カメラ設置に伴う試験調整費 等） 

※１団体当たり複数申請可能ですが、予算に限りがあります

ので、申請台数全てが補助されるとは限りません。 

※保守点検費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用は対

象外です。 

補助対象外経費 ①各種代行手数料 

(東電柱への設置に関する申請書類作成代行手数料等) 

②各種申請手数料(東電柱への設置に関する手数料等) 

③各種代金振り込み手数料 

④予備のＳＤカード代 

⑤保守整備代金 

⑥設置団体が、自ら物品購入した際の交通費・ガソリン代・ 

駐車場代・送料・代引き手数料 

⑦支払いに係る各種ポイント 

(使用ポイント及び防犯カメラ設置により付与されたポイ 

ントを補助対象外経費とします。) 

⑧個人名義（個人のアカウントを含む。）により物品購入し 

た場合や個人名義のクレジットカード等により支払いをし 

た場合(市町村や自治会等の「団体」が設置した防犯カメ 

ラが補助対象なので、個人名義で購入や支払いを行った場 

合は補助対象外となります) 
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【補助対象外経費例】 

設置工事に伴う道路管理者への申請手数料 等、機器の 

維持管理費、地代及び占有料、予備の物品購入費、物品 

借上料 等） 

補助金額 補助対象経費の２／３（補助上限１０万円） 

※千円未満は切り捨て 

 

 

 

 

 

 

 

補助の要件 

設置の合意 ・防犯カメラ設置場所の所有者等の承諾・許可があること 

・防犯カメラの設置及び維持管理等について地域の合意（自

治会の総会などで地域の住民の方々の合意を得る）がある

こと 

設置場所 ・管理者が常駐しておらず、不特定多数の者が出入り自由 

で、24時間利用可能な公共空間（道路、公園などが該当す 

る）であること 

・より効果的な場所に設置されるよう設置場所、画角及び台 

数等について事前に大和警察署生活安全課に相談すること 

管理運用基準 ①「綾瀬市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライ 

ン」に基づき、適正な管理及び運用をすること。 

②設置者は防犯カメラ設置・運用要領を定めること。 

標識の掲出 ・設置者は、犯罪抑止効果及びプライバシー保護の観点か 

ら、誰でも分かるように、撮影対象区域内又は付近の見や 

すい場所に、防犯カメラを設置していること及び設置者等 

の名称を表示すること。 
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４ 補助金申請について 

申請期間 令和８年４月１日（水）～８月３１日（月）（必着） 

応募方法 必要書類を揃え、電子申請または窓口に持参ください。 

【必要書類】 

① 防犯カメラ設置・運用要領 

（市でフォーマットを用意しているので、申請団体で作 

成してください） 

② 設計書又は仕様書の写し（カタログ等写し） 

③ 防犯カメラの設置場所を明記した図面（設置場所と撮影 

  範囲を記入した地図等） 

④ 見積書の写し 

⑤ 補助金交付申請書（第１号様式） 

⑥ 防犯カメラ設置に関する管轄警察署との協議書（第２号 

様式） 

⑦ 補助事業等計画書(第３号様式) 

⑧ 団体規約 

⑨ 団体調書(第４号様式) 

⑩収支予算書(第５号様式) 

⑪防犯カメラ管理責任者届出書(第６号様式) 

 ※⑤～⑪は電子申請していただくとシステム上で市に自動 

で提出される仕組みになっているので①～④までの書類 

を御用意ください。 

提出先 〒２５２－１１９２ 綾瀬市早川５５０番地 

綾瀬市役所 市長室 危機管理課 

その他 ・防犯カメラを複数申請される場合は優先順位を付けてくだ 

さい。 

・より効果的な場所にカメラ設置されるよう設置場所（撮影 

範囲を含む）、画角及び台数等について事前に大和警察署 

生活安全課に相談してください。（電話：０４６－２６２ 

－０１１０） 

・予算に限りがあるため、団体ごとの補助実績等を考慮した

「防犯カメラ設置費補助金交付に係る優先順位設定要領」

に基づき補助するカメラを選定する場合がございます。 

・上記申請書類提出後に県・市で書類の審査・選定のうえ補 
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助の可否を決定後、交付（不交付）決定通知書を通知しま

す。交付決定通知が届き次第工事着工するようにしてくだ

さい。交付決定通知前に事業着手しないようご注意くださ

い。 

なお、補助決定後の設置場所の変更は、原則として認めら 

れません。 

 

５ 設置完了後について 

請求書の提出 防犯カメラ設置後はすみやかに次の書類を揃えて、補助金

請求及び事業報告をしてください。（提出期限は令和９年２

月１５日（月）） 

①領収書の写し 

②施工前、施工後の写真（撮影日付含む） 

③補助金交付請求書（第８号様式） 

④補助金等交付決定通知書の写し（第７号様式） 

⑤補助事業等実績報告書（第９号様式） 

⑥収支決算書（第１０号様式） 

※③～⑥は電子申請システムで補助金請求及び事業報告して 

いただくとシステム上で市に自動で提出される仕組みにな 

っているので①及び②の書類を御用意ください。 

 

６ 留意事項について 

分類 留意事項 

交付申請 
１団体複数台申請をすることができますが、全て補助でき

るとは限りません。 

補助率等 

補助対象経費は、防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用 

及び設置工事費用や看板設置費用です。（リース契約での 

設置も補助対象） 

※保守点検費用、修理費用、電気料金等の維持管理費は対象 

外。 

補助金額は、補助対象経費の３分の２の金額、又は１０万 

円のいずれか低い金額となります。（カメラ１台ごとに計 

算。千円未満は切り捨て） 

【例１】補助対象経費が１２万円の場合 

    １２万円×２／３（補助率）＝８万円（補助金額） 
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【例２】補助対象経費が２０万円の場合 

２０万円×２／３（補助率） 

＝１３万３千円（千円未満切り捨て）＞１０万円 

＝１０万円（補助金額） 

 

※２０万円の２／３の額が補助上限額である１０万円を 

超えるため、補助金額は１０万円となります。 

スケジュール 

・補助金申請の受付期間は令和８年８月３１日（月）までに

なります。 

・３月下旬までに補助金を交付できるように、「補助金等交 

付決定通知書」を受領してから２月上旬ごろまでにカメラ 

を設置し、２月１５日（月）までに補助金等交付申請書等

を提出できるように施工業者とスケジュール調整をお願い

いたします。 

※令和８年度内に補助金の交付及び県への実績報告を完了

させる必要がありますので上記スケジュールは厳守してい

ただくようお願いいたします。 

カメラの 

設置場所 

補助金の趣旨から、カメラの撮影範囲は不特定多数の方

が利用する「道路」を捉えている必要がありますので、そ

の旨を施工業者へ確実に伝えてください。 

電柱へカメラを設置する場合、当該電柱の状況によりカ

メラが設置できない場合がありますので、予定した箇所へ

設置が可能か施工業者へ御確認下さい。 

また、設置に係る電柱管理者への認可手続きには時間を

要するため、施工業者と調整の上スケジュール管理をお願

いいたします。 

予定していた箇所にカメラが設置できない場合、危機管

理課へ御連絡ください。 

カメラの設置 カメラは、市からの「補助金等交付決定通知書」受領後に

設置してください。 

補助金の交付 市から団体への補助金の交付は団体における事業終了後と 

なります。 

見積書及び 

領収書 

施工業者からの見積書及び領収書の宛名は団体名で統一し 

てください。宛名が個人名義の場合は補助対象外です。 

見積書に諸経費の項目がある場合には、その詳細を記載し 

てください。（例：諸経費（交通費）、諸経費（資料作成 
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代）） 

クレジットカードでの支払いは補助対象外です。 

運用・管理 

申請を受ける団体は、「綾瀬市防犯カメラの設置及び運用

に関するガイドライン」に基づき、防犯カメラ設置・運用 

要領を作成し、それに基づき運用してください。 

防犯カメラ設置後は５年間の維持管理が義務となりま 

す。やむをえない理由で撤去等する場合、必ず市へ連絡 

をお願いいたします。 

 

７ 補足 

・防犯カメラ設置・運用要領 

 申請する団体は必ず作成しなければなりません。綾瀬市ではフォーマット  

を作成しているので、参考にして作成してください。９ページから１０ペー 

ジが記入例です。 

・設計書又は仕様書の写し（カタログ等写し） 

 カメラの名前及び仕様について記載ある部分の写し提出してください。 

・防犯カメラの設置場所を明記した図面 

地図等にカメラの設置場所及び撮影範囲を記入してください。 

   
 

 

 

 

 

 

 

【図面の例】 
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・見積書の写し 

 見積金額の内訳が必須となります。御注意ください。 

 

  〇〇自治会    防犯カメラ設置・運用要領 

   

１ 趣旨                                 

  この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次項に定める設置 

目的を達成するため、 〇〇自治会  が 〇〇地域 に設置する防犯カメ 

ラの設置及び運用について、必要な事項を定めることにより、その適正な設 

置及び運用を図るものとする。 

   

２ 設置目的                               

  防犯カメラは、  〇〇自治会   における犯罪防止や事故防止のため 

に設置することとする。 

   

３ 設置の場所等                             

  （１）別紙配置図のとおり、 〇〇自治会 に１台の防犯カメラを設置 

する。（配置図にはカメラの設置箇所及び撮影方向を表示） 

（２）防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、｢防犯カメラ作動中｣と記 

載した表示板を掲示する。また、表示板には設置者名を記載するもの 

とする。（設置場所から設置者等が明らかである場合は、表示板の掲 

示を省略することができます。 

   

４ 管理責任者等                             

  （１）防犯カメラの適正な設置・運用を図るため、管理責任者を指定する 

ものとする。 

（２）管理責任者は、 自治会長 とする。 

（３）管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を指 

定するものとする。 

（４）操作取扱者は、防犯 太郎 とする。（管理責任者が操作を行う場 

合は、（３）及び（４）は不要です。） 

   

５ 画像の管理                  

  （１）保管場所 

録画装置の保管場所は、 自治会館 とし、記録媒体は、保管庫に施 
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錠して保管し、原則として、外部への持ち出し及び転送を禁止する。 

（２）立入制限  

保管場所には、管理責任者及び操作取扱者（以下｢管理責任者等｣と  

いう。）並びに管理責任者等が許可した者以外は、立ち入ることが 

できない。 

（３）パスワード等の適正な管理 

管理責任者等は、画像を閲覧するためのパスワード等を適正に管理 

    する。また、パスワード等は容易に推察されないものとし、定期的に 

変更を行うとともに、管理責任者等が交代する際には変更するものと 

する。 

  （４）保存期間の設定 

保存期間は、 〇週間 とする。ただし、管理責任者が特に必要が 

あると認めた場合は、保存期間を延長することができる。 

（５）画像の不必要な複製等の禁止 

記録された画像の不必要な複写や加工を行わないものとする。 

（６）画像の消去保存期間を経過した画像は、上書き等により迅速かつ確 

実に消去する。記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人 

で完全に消去されたことを確認した上で処分し、処分した日時、方法 

等を記録する。 

   

６ 画像の利用及び提供の制限                        

  記録された画像は、設置目的以外に利用しないものとする。また、次の場 

合を除き第三者へ閲覧させ、又は提供しないものとする。画像を第三者へ閲 

覧させ、又は提供したときは、提供等の相手、日時、理由及び画像等の内容 

を記録することとし、画像の提供等を求めた者に身分証明書の提出を求める 

等、身元確認を行うこととする。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必 

要性がある場合 

（３）捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場 

     合 

 

７ 問合せ・苦情等への対応                        

  管理責任者は、防犯カメラの設置・運用に関する問合せや苦情等には、誠 

実かつ迅速に対応することとする。 
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８ 保守点検                               

  防犯カメラの機能の維持のため、〇か月ごとに保守点検を行うものとす 

る。 


